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有
名
な
ホ
テ

ル
で
の
牛
肉
や

海
老
の
偽
装
表

示
が
発
覚
し
て

Ｔ
Ｖ
を
賑
わ
せ
て
い
る
。
お

陰
で
食
品
加
工
技
術
の
驚
異

的
な
進
歩
の
実
態
を
知
っ

た
。
保
険
の
入
れ
歯
で
も
軟

ら
か
い
ビ
フ
テ
キ
が
食
べ
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
の
混
入
物
は

有
害
だ
し
、
責
任
転
嫁
と
隠

蔽
は
み
っ
と
も
な
い
が
、
偽

（
誤
）
表
示
で
も
安
く
て
旨

れ
ば
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

偽
物
銘
柄
の
ト
ッ
プ
は
ブ

ル
ー
マ
ウ
ン
テ
ン
コ
ー
ヒ
ー

と
日
本
刀
の
虎
徹
で
あ
る
。

両
者
の
市
場
流
通
贋
物
率
は

90
％
を
超
え
る
が
、
い
ず
れ

も
実
用
品
だ
か
ら
贋
物
の
品

質
性
能
が
本
物
に
遜
色
な
い
。

　

美
術
品
と
な
る
と
、
運
び

や
す
い
小
物
優
良
品
を
選
ん

だ
台
湾
の
故
宮
博
物
館
を
例

外
と
し
て
世
界
中
の
有
名
美

術
館
の
地
下
の
倉
庫
に
展
示

で
き
な
い
偽
物
が
全
作
品
の

60
～
70
％
も
山
積
み
さ
れ
て

い
る
そ
う
だ
。

　

ち
な
み
に
、
21
世
紀
に
味

覚
生
理
学
の
進
歩
は
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
情
報
を
も
と
に
躍
進
し

た
。
そ
の
結
果
、
１
０
０
年

前
に
「
う
ま
み
」
を
発
見
・

提
唱
し
た
池
田
菊
苗
博
士
の

研
究
成
果
が
再
評
価
さ
れ
て

い
る
。

　紙面へのご意見や感想、投稿記
事などを新聞部までお寄せくださ
い。紙面に掲載させていただいた
場合は、図書カード３千円分を進
呈いたします。
（郵送やファクスで、協会新聞部
までお寄せください）

画像はイメージ。写真は関係各所のホームページから

首相官邸ホームページから

　

安
倍
晋
三
首
相
は
改
憲
手
続
き
の
国

会
発
議
要
件
「
３
分
の
２
以
上
の
賛

成
」
を
「
過
半
数
の
賛
成
」
に
引
き
下

げ
よ
う
と
し
た
が
国
民
の
反
対
が
多
か

っ
た
の
で
、
憲
法
９
条
の
政
府
「
解

釈
」
を
変
更
し
て
９
条
改
憲
の
目
的
を

達
成
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
の
「
解
釈
改
憲
」
に
は
、

従
来
内
閣
法
制
局
長
官
が
大
き
な
障
害

に
な
っ
て
き
た
。
内
閣
法
制
局
長
官
は

国
会
法
に
基
づ
き
「
政
府
特
別
補
佐

人
」
と
し
て
政
府
の
憲
法
解
釈
に
つ
い

て
独
占
的
に
国
会
で
答
弁
し
、
歴
代
の

自
民
党
政
府
は
こ
れ
を
尊
重
し
て
政
府

の
統
一
見
解
を
出
し
て
き
た
か
ら
だ
。

　

こ
れ
は
、
政
府
の
「
憲
法
解
釈
」
を

政
治
家
（
大
臣
）
が
政
治
的
判
断
で
行

う
の
で
は
な
く
政
府
の
法
的
専
門
部
所

に
「
解
釈
」
を
さ
せ
、
政
治
・
行
政
を

憲
法
に
基
づ
き
行
う
と
い
う
立
憲
主
義

を
踏
み
外
さ
な
い
た
め
の
「
歯
止
め
」

だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
す
べ
て
の

「
解
釈
」
が
妥
当
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
「
違

憲
」
等
は
妥
当
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
鳩
山
由
紀
夫
民
主
党

政
権
の
下
で
小
沢
一
郎
幹
事
長
は
「
脱

官
僚
依
存
」
を
口
実
に
、
国
会
で
内
閣

法
制
局
長
官
に
答
弁
さ
せ
ず
「
内
閣
法

制
局
長
官
を
『
政
府
特
別
補
佐
人
』
か

ら
削
除
す
る
」
国
会
法
「
改
正
」
案
を

国
会
に
提
出
。
だ
が
失
敗
。

　

一
方
、
内
閣
法
制
局
長
官
を
重
視
す

る
第
二
次
安
倍
内
閣
は
、
今
年
８
月
８

日
の
閣
議
で
、
内
閣
法
制
局
の
山
本
庸

幸
長
官
を
退
任
さ
せ
、
後
任
に
小
松
一

郎
駐
仏
大
使
を
充
て
る
人
事
を
決
定
。

こ
れ
は
山
本
内
閣
法
制
局
長
官
が
集
団

的
自
衛
権
行
使
〝
違
憲
〟
の
憲
法
解
釈

を
変
更
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
他
方
、

小
松
氏
は
第
１
次
安
倍
内
閣
の
有
識
者

会
議
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構

築
に
関
す
る
懇
談
会
」
に
外
務
省
国
際

法
局
長
と
し
て
議
論
に
関
わ
り
「
集
団

的
自
衛
権
の
憲
法
解
釈
見
直
し
派
」
の

人
物
。

　

内
閣
法
制
局
長
官
は
憲
法
解
釈
の
経

験
を
積
ん
だ
専
門
家
に
す
る
た
め
に
内

閣
法
制
局
の
内
部
昇
格
が
慣
例
だ
っ
た

が
、
安
倍
首
相
は
こ
の
慣
例
を
破
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
暴
挙
は
「
解
釈
改
憲
」
へ
の
布

石
だ
。「
内
閣
法
制
局
や
政
府
の
憲
法

解
釈
の
権
威
や
信
頼
」
を
投
げ
捨
て
、

か
つ
自
民
党
が
自
ら
形
成
し
て
き
た
立

憲
主
義
の
「
歯
止
め
」
を
放
棄
す
る
ク

ー
デ
タ
ー
的
手
法
で
あ
る
。

�

（
つ
づ
く
）

改
憲
の
足
音

神
戸
学
院
大
学
教
授

�

上
脇
　
博
之 ❺

「
解
釈
改
憲
」と
い
う
ク
ー
デ
タ
ー

なぜ法制局長官を交代？

秘密保護法案は憲法違反
協会、理事会声明で即時廃案求める

「
知
る
権
利
奪
い
、平
和
脅
か
す
」

　

安
倍
政
権
が
臨
時
国
会
で

成
立
を
目
指
す
特
定
秘
密
保

護
法
案
に
対
し
、
声
明
は
取

材
活
動
や
市
民
団
体
に
よ
る

調
査
ま
で
処
罰
の
対
象
と

し
、
重
罰
を
科
す
こ
と
を
指

摘
。「
国
民
の
知
る
権
利
を

奪
い
、
平
和
を
脅
か
す
憲
法

違
反
の
悪
法
」
で
あ
る
と
し

て
、
即
時
廃
案
を
求
め
た
。

　

同
法
案
の
問
題
と
し
て
、

行
政
機
関
の
長
が
「
特
定
秘

密
」
を
決
定
す
る
点
を
指

摘
。「
秘
匿
の
対
象
が
無
制

限
に
広
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ

る
」
と
強
調
し
た
。
ま
た
、

「
特
定
秘
密
」
を
扱
う
本
人

や
家
族
、
親
戚
、
友
人
に
ま

で
身
上
調
査
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
を
挙
げ
、「
国
家
に
よ

る
重
大
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
で
あ
る
」
と
批
判
し
た
。

　

同
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
た

場
合
、
裁
判
の
過
程
で
も
一

切
、「
特
定
秘
密
」
が
開
示

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
暗
黒

裁
判
が
行
わ
れ
る
危
険
性
を

指
摘
。「
国
民
に
は
何
が
秘

密
か
さ
え
分
か
ら
な
い
」
と

し
、
知
る
権
利
や
報
道
の
自

由
を
侵
害
し
、「
民
主
主
義

と
国
民
の
基
本
的
人
権
の
根

幹
を
崩
す
」
と
訴
え
た
。

　

同
法
案
と
一
体
で
進
む
国

家
安
全
保
障
会
議（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）

に
言
及
し
、「
ア
メ
リ
カ
と
協

力
し
て
『
海
外
で
戦
争
す
る

国
』
に
日
本
を
つ
く
り
変
え

る
動
き
の
一
環
で
あ
り
、
二

法
案
は
軍
事
立
法
そ
の
も
の

で
あ
る
」
と
追
及
。
医
療
人

と
し
て
命
と
平
和
を
脅
か
す

動
き
に
反
対
し
、
同
法
案
の

即
時
廃
案
を
求
め
て
い
る
。

　

２
０
１
４
年
度
の
診
療
報

酬
改
定
を
議
論
す
る
社
会
保

障
審
議
会
の
医
療
保
険
部
会

で
８
日
、
改
定
の
基
本
方
針

の
骨
子
案
が
提
示
さ
れ
た
。

重
点
課
題
で
は
、「
在
宅
医

療
の
充
実
」
を
明
記
し
、

「
在
宅
歯
科
医
療
の
推
進
」

を
盛
り
込
ん
だ
。「
改
定
の

視
点
」
で
は
、「
充
実
が
求

め
ら
れ
る
分
野
を
適
切
に
評

価
し
て
い
く
視
点
」
と
し

て
、「
口
腔
機
能
の
維
持
向

上
等
、
生
活
の
質
に
配
慮
し

た
歯
科
医
療
の
推
進
」
を
位

置
付
け
て
い
る
。

　

消
費
税
増
税
に
伴
う
対
応

で
は
、
診
療
報
酬
と
は
別
建

て
の
高
額
投
資
対
応
は
実
施

せ
ず
、「
基
本
診
療
料
・
調

剤
基
本
料
へ
の
上
乗
せ
に
よ

る
対
応
を
中
心
」
と
し
、
個

別
項
目
へ
の
上
乗
せ
を
組
み

合
わ
せ
る
と
し
て
い
る
。

医
療
保
険
部
会

骨
子
案
を
提
示

診
療
報
酬
改
定

こ
こ
が
問
題「
秘
密
保
護
法
案
」　
四
つ
の
視
点

④「戦争できる国」への布石

②一般人も厳罰対象

③「知る権利」を著しく侵害

①都合の悪いことは「秘密」

　同法案の背景には、米国の要求があ
る。米国は軍事負担を日本に肩代わりさ
せるために日米軍事一体化を進めてお
り、共同の軍事戦略を展開する上で秘密
保護体制の構築が不可欠だからだ。
　安倍政権は今国会で秘密保護法案と国
家安全保障会議（NSC）設置法案の成立
を目指している。NSCは首相に権限を集
中し、平時にも有事にも対処する「司令
部」の役割を担う。集団的自衛権の行使
を含め、米軍と一緒に「戦争できる国」
づくりを急いでいる。
　一連の軍事体制化の中で秘密保護法が
提案されており、その狙いは明らかだ。
戦争への道を開く同法は廃案に追い込む
ことが求められている。

　法案では、公務員だけでなく、一般国
民にまで幅広く厳罰を科す。「特定秘
密」を取り扱う公務員や民間企業の社員
が漏らした場合、10年以下の懲役とな
り、未遂や過失も処罰される。
　国民に対しては、「特定秘密」を知っ
ている人に情報を求めることも処罰の対
象となる。情報提供をそそのかしたり、
あおったりしたと判断されれば、５年以
下の懲役に。「通信傍受」や「不正アク
セス」などで情報を入手すれば、10年以
下の懲役になる。
　何が「特定秘密」かも知らされない中
で、偶然、情報に接し、理由も明らかに
されないまま逮捕・裁判にかけられるこ
とも起こり得る制度になっている。

　マス・メディアによる取材活動も処罰
の対象になる。「著しく不当な方法」で
なければ取材活動を認めるとしている
が、あくまで正当性を判断するのは捜査
当局だ。
　国会議員も例外ではない。国会への情
報提供は「秘密会」に限られ、同会のメ
ンバー以外に漏らせば処罰対象。重要問
題で国会が政府を追及することが不可能
となる。
　厳罰で報道・取材を萎縮させ、国会の
国政調査権を奪う中身になっており、国
民の知る権利を著しく侵害する問題を抱
えている。
　情報統制や言論統制につながる危険性
は否めない。

　「特定秘密」の対象は「防衛」「外
交」「特定有害活動（いわゆるスパイ行
為）の防止」「テロ活動防止」の４分野
で、「秘密にするかどうか」は政府が決
める。例えば、当局が「テロ活動に備え
る」として、原子力発電所の安全性に関
する情報を「特定秘密」に指定すること
ができる。TPP問題でも「外交上、支障
をきたす恐れがある」として、一切秘密
にできる。
　「特定秘密」は政府の判断次第で際限
なく拡大し、秘密期間は無制限に延長で
きる。都合の悪い情報は半永久的に隠ぺ
いすることが可能になる。政府は「原発
やTPPは対象外」と弁明しているが、条
文には明記されていない。

　

協
会
は
９
日
の
第
８
回
理
事
会
で
政
府
が
進
め
る
特
定
秘

密
保
護
法
案
の
廃
案
を
求
め
る
声
明
を
出
す
こ
と
を
決
め
、

13
日
に
各
大
臣
や
政
党
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
送
付
し

た
。
声
明
で
は
、
同
法
案
は
「
国
民
の
知
る
権
利
を
奪
い
、

平
和
を
脅
か
す
」
と
し
て
即
時
廃
案
を
求
め
る
と
共
に
、
反

対
の
一
点
で
国
民
に
共
同
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
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